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2022 年 2 月 22 日 

各    位  

インフラファンド発行者名  

 エネクス・インフラ投資法人 
 代表者名  執行役員  松塚 啓一 
  （コード番号 9286） 

管理会社名   

 エネクス・アセットマネジメント株式会社 

 代表者名  代表取締役社長  松塚 啓一 

 問合せ先  取締役兼財務経理部長  佐藤 貴一 

 TEL: 03-4233-8330 

 

国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ 

 

エネクス・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する管理会社であ

るエネクス・アセットマネジメント株式会社（以下「本管理会社」といいます。）は、本日、下記 1 物件（以

下「取得予定資産」といいます。）の取得及び貸借を行うことについて決定しましたので、お知らせいたしま

す。 

なお、かかる取得予定資産のうち、発電設備に関する取得先及び取得予定資産の貸借先は、譲渡実行日時

点において、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）（以

下「投信法」といいます。）上の利害関係人等には該当しないものの、本管理会社の「利害関係者取引規則」

に定める本投資法人の利害関係者に該当することから、本管理会社は、利害関係者取引規則に基づき、本日

開催の本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を取得しています。 

 

記 

1. 取得の概要 

 

(注 1) 「物件番号」は、太陽光発電設備等については Sと分類し番号を付しています。以下同じです。 

(注 2) 「所在地」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地（複数ある場合にはそのうちの一つ）の登記簿上の記載に

基づいて記載しています。ただし、いずれも市町村までの記載をしています。以下同じです。 

(注 3) 本投資法人による取得予定資産の取得にあたっては、①利害関係人等以外の第三者（以下「前々受益者」といいます。）が、対象土

地に係る地上権、発電設備及び当該発電設備に付随する建物を信託譲渡した後、これらの資産を主な信託財産とする信託受益権を

紋別太陽光発電合同会社（取得先及び貸借先）に対して譲渡し、②その後、本投資法人が紋別太陽光発電合同会社（取得先及び貸

借先）から当該信託受益権の譲渡を受け、③さらに、別途利害関係人等以外の第三者（なお、前々受益者とは異なります。）から対

象土地に係る所有権を譲り受けた後、当該対象土地部分を追加信託する予定です。そのため、「取得予定価格」は、取得予定資産に

係る信託受益権売買契約書及び土地売買契約書に定める売買金額（取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計

画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。）を合算した金額を記載しています。以下同じです。 

(注 4) 本書の日付現在の名称は「紋別市弘道発電所」ですが、「紋別太陽光発電所」に変更予定であるため、本書における発電所名は、変

更後の名称を記載しています。以下同じです。 

 

(1) 取得決定日   ：2022 年 2 月 22 日 

(2) 売買契約締結日   ：2022 年 2 月 22 日 

(3) 代金支払日及び取得予定日 ：2022 年 3 月 10 日 

(4) 取得先   ：後記「3. 取得先の概要」をご参照ください。  

(5) 取得資金   ：本投資法人の手元資金及び借入金 

(6) 決済方法   ：取得予定日に全額支払 

(7) 媒介の有無   ：無 

物件番号 

(注 1) 
物件名称 所在地(注 2) 

取得予定価格（百万円） 

(注 3) 

S-09  紋別太陽光発電所(注 4)  北海道紋別市 6,654  
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2. 取得予定資産の内容 

(1) 取得予定資産の概要 

以下の表は、本投資法人の取得予定資産の概要を表にまとめたものです（以下「個別物件表」と

いいます。）。個別物件表に記載されている各種用語については、以下をご参照ください。 

なお、個別物件表は、別途注記等をする場合を除き、いずれも 2022 年 2 月 21 日現在における情

報に基づいて記載しています。 

 

(イ) 「分類」欄について 

・ 「分類」は、再生可能エネルギー源に基づく再生可能エネルギー発電設備等の分類を記載

しています。 

 

(ロ) 「資産の概要」欄の記載について    

・「信託受託者」は、取得予定資産について、信託受託者となる予定の者を記載しています。 

・「信託期間満了日」は、取得予定資産について、取得予定日に効力を有する予定の信託契   

約所定の信託期間の満了日を記載しています。 

・「発電所の評価額」は、PwCサステナビリティ合同会社が作成したバリュエーションレポート

記載の設備の評価価値を記載しています。評価価値は、現在及び将来における当該評価価

値による発電設備の売買の可能性を保証又は約束するものではありません。なお、価格評

価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本管理会社との間には、特別の

利害関係はありません。 

・ 「土地及び建物の鑑定評価額」は、一般財団法人日本不動産研究所が作成した鑑定評価書

記載の土地及び建物の鑑定評価額を記載しています。鑑定評価額は、現在及び将来におけ

る当該鑑定評価額による土地及び建物の売買の可能性を保証又は約束するものではありま

せん。なお、不動産鑑定評価を行った一般財団法人日本不動産研究所と本投資法人及び本

管理会社との間には、特別の利害関係はありません。 

・ 「特定契約の概要」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備等における特定契約の内容を

記載しています。 

・ 特定契約の概要の「発電事業者」、「電気事業者」、「買取価格」及び「受給期間満了日」は、

取得予定資産の取得予定日において効力を有する特定契約の内容を記載しています。なお、

「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。 

・ 土地の「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。 

・ 土地の「用途地域」は、都市計画法（昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。）（以

下「都市計画法」といいます。）第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法

第7条に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが

都市計画法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市

計画区域に指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。 

・ 土地の「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。 

・ 土地の「権利形態」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関し

て信託受託者が取得する予定の権利の種類を記載しています。 

・ 設備の「認定日」は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法等の一部を改正する法律（平成28年法律第59号。）による改正前の電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号。その後の改正を

含みます。）（以下「再エネ特措法」といいます。）に基づき、取得予定資産に係る太陽光発

電設備等における設備認定を受けた日を記載しています。なお、取得予定資産については、

2017年４月１日付で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

等の一部を改正する法律（平成28年法律第59号）による改正後の再エネ特措法に基づく認

定を受けたものとみなされています。 

・ 設備の「供給開始日」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備等が運転（ただし、試運転を
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除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給

を開始した日を記載しています。 

・ 設備の「残存調達期間」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備等における、当該資産の取

得予定日から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。 

・ 設備の「調達期間満了日」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備等における調達期間の

満了日を記載しています。 

・ 設備の「調達価格」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備等における調達価格（ただし、

消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。）を記載しています。 

・ 設備の「パネルの種類」は、Vector Renewables JAPAN株式会社（以下「Vector」といいま

す。）作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」の記載等に基づき、取得予定資産に

係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。 

・ 設備の「パネル出力」は、Vector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」の記載等

に基づき、取得予定資産に係る太陽光発電設備等におけるパネル出力（太陽光パネルの定

格出力の合計）を記載しています。 

・ 設備の「パネル設置数」は、Vector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」の記載

等に基づき、取得予定資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの設置枚

数を記載しています。 

・ 設備の「パネルメーカー」は、Vector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」の記

載等に基づき、取得予定資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールのメー

カーを記載しています。 

・ 設備の「パワコン供給者」は、Vector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」の記

載等に基づき、取得予定資産に係る太陽光発電設備等におけるパワーコンディショナーの

メーカーを記載しています。 

・ 設備の「EPC業者」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備の建設に係る工事請負業者を記

載しています。 

・ 設備の「発電出力」は、Vector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」の記載等に

基づき、取得予定資産に係る太陽光発電設備等の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいず

れか小さい方の数値を記載しています。 

・ 設備の「想定年間発電電力量」は、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について

統計分析を行い計算した超過確率P（パーセンタイル）50の数値としてVector作成の「テク

ニカルデューデリジェンス報告書」に記載された取得予定資産に係る太陽光発電設備等に

ついての各年度の発電電力量のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載

しています。 

・ 設備の「想定設備利用率」は、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計

分析を行い計算した超過確率P（パーセンタイル）50の数値として、Vector作成の「テクニ

カルデューデリジェンス報告書」に記載された、取得予定資産に係る太陽光発電設備等に

ついての各年度の設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載

しています。 

・ 設備の「架台基礎構造」は、Vector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」の記載

等に基づき、取得予定資産に係る太陽光発電設備等におけるモジュール架台基礎構造を記

載しています。 

・ 設備の「権利形態」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備に関して本投資法人が保有す

る予定の権利の種類を記載しています。 

・ 「担保設定の有無」は、 取得予定資産につき、本投資法人が取得後に負担することが予定

されている担保の有無を記載しています。 

・ 「オペレーター」は、取得予定資産の取得予定日において、そのオペレーターとなる会社

を記載しています。 

・ 「O&M業者」は、取得予定資産の取得予定日において、その主要なO&M業務に関して有効な

O&M業務委託契約を締結している業者を記載しています。 
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・ 「特記事項」の記載については、原則として、2022年2月21日現在の情報をもとに、資産の

権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性へ

の影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。 

 

(ハ) 「賃貸借の概要」欄について 

・ 「賃貸借の概要」は、取得予定資産について、取得予定日において効力を有する予定の発

電施設等賃貸借契約の内容等を記載しています。 

・ 賃貸借の概要の「賃借人」、「賃貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「期間満了時の更新に

ついて」、「賃料改定について」、「中途解約について」及び「違約金」は、取得予定資産の取

得予定日において効力を有する予定の発電施設等賃貸借契約の内容を記載しています。 

・ 「基本賃料」は、当該発電施設等賃貸借契約等に定める各月の基本賃料額を、賃貸開始日

から起算して1年ごと（1年目については、賃貸開始日である2022年3月10日から本投資法人

の第5期（2022年5月期）決算日である2022年5月31日までの期間。また、最終年度について

は、その直前年度の末日の翌日から賃貸借期間満了日までの期間。以下同じです。）に合計

した各事業年度ごとの合計額を記載しています。 

・ 取得予定資産について、取得予定日において効力を有する予定の発電施設等賃貸借契約に

おいて、契約更改の方法については特段規定がないため記載していません。 

 

(ニ) 「本物件の特徴」欄について 

・ 「本物件の特徴」は、Vector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」及び一般財団

法人日本不動産研究所作成の「不動産鑑定評価書」の記載等に基づき、また、一部において

本管理会社が入手した資料に基づいて、取得予定資産の基本的性格、特徴、その所在する

地域の特性等を記載しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定

時点における判断と意見に留まり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではあ

りません。なお、当該報告書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。 

 

(ホ) 「過年度の発電状況」欄について 

・ 「過年度の発電状況」は、取得予定資産の前所有者等から提供を受けた数値及び情報をも

とに記載しています。「実績売電量」は、電気事業者が発行する「検針連絡票」等の明細に

記載された購入電力量に基づき、当該月の検針日に計量された電力量のうち単純な日数に

よる日割にて計算した当該月内の電力量及び当該月の翌月の検針日に計量された電力量の

うち単純な日数による日割にて計算した当該月内の電力量の合計を記載しています。なお、

かかる売電量の算出方法は、取得予定資産を取得後に本投資法人が採用する方法とは異な

る可能性があります。 

・ なお、過年度の発電状況は、将来の発電量を担保、保証又は予測するものではありません。 

(2) 取得の理由 

取得予定資産は、本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に適合した再生可能エネ

ルギー発電設備等です。取得予定資産の取得は、本投資法人の資産規模拡大を図るものです。 

 

物件番号 S-09 物件名称 紋別太陽光発電所 分類 太陽光発電設備等 

資産の概要 

特定資産の種類 信託受益権（注1） 

信託財産 再生可能エネルギー発電設備・土地・建物 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 
信託期間満了日 2032年3月31日 

取得予定日 2022年3月10日 再生可能エネルギー発電設備の種類 太陽光発電設備等 

取得予定価格 6,654,000,000円 
特定契約の 

概要 

発電事業者 

（注2） 

紋別太陽光発電合

同会社 

電気事業者 北海道電力株式会
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社 

発電所の評価額 

（価格時点） 

5,993,000,000～ 

7,096,000,000円 

（2022年1月31日） 

買取価格 40円／kWh 

土地及び建物の鑑定評価額 

（価格時点） 

1,414,000,000円 

（2022年1月1日） 
受給期間満了日 

2020年2月3日（同日

を含みます。）から

240月経過後最初の

検針日の前日 

所在地 北海道紋別市弘道 

土地 

 

 

 

地番 2448番1他 

設備 

パネルの種類 多結晶シリコン 

用途地域 都市計画区域外 パネル出力 15,704.64kW 

面積 359,453㎡ パネル設置数 55,104枚 

権利形態 所有権 パネルメーカー 
ハンファQセルズジ

ャパン株式会社 

設備 

認定日 2013年2月28日 

パワコン供給者 ABB株式会社 

EPC業者 
日本リーテック株

式会社 

供給開始日 2020年2月3日 

発電出力 13,000.0kW 

想定年間 

発電電力量 

初年度 15,287,423kWh 

10年度 14,597,765kWh 

20年度 13,831,478kWh 

残存調達期間 17年10か月 
想定設備 

利用率 

初年度 11.11％ 

10年度 10.61％ 

20年度 10.05％ 

調達期間 

満了日 
2040年2月2日 架台基礎構造 杭基礎 

調達価格 40円／kWh 権利形態 所有権 

オペレーター エネクス電力株式会社 O&M業者 
スマートソーラー

株式会社 

リスク管理方針への適合状況 

本物件は、本投資法人による単独投資資産であって共同投資資産ではないため、リスク管理方針で特定した諸リスク

のうち、共同投資者に係るリスクは当てはまりません。それ以外の、事業リスク、市況、景気、需要変動リスク、特定

需要者（電気事業者及び発電事業者）の需要リスク・信用リスク（利用者限定リスク）、流動性リスク、制度変更リス

ク、その他のリスク（利益相反に関するリスク、再生可能エネルギー発電設備の工作物責任に関するリスク）について

は、いずれも本管理会社の定めるリスク管理方針に基づき、リスクを特定・把握・認識し、リスクリミットを設け、本

物件の取得に際してリスク低減の方策を実施するとともに、リスク発現時にはリスク削減を行うこととし、当該方針に

適合した運用によりこれらのリスクを適切に管理します。 

本物件の公共的性質 

・枯渇の懸念がない再生可能エネルギーを普及させることにより、我が国のエネルギー自給率を向上させ、エネルギー

安全保障及び持続可能な社会の実現に貢献します。  

・CO2（二酸化炭素）を排出しない安全性の高い再生可能エネルギーの導入により、地球温暖化等の環境問題の改善及び

地方創生に貢献します。 

特記事項 

・本物件の隣地との境界について、一部を除き境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェン

スとの間の距離及び地形を勘案すると、境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー（間隔）があり、かつ、国

土調査法に基づく地籍調査が完了しており、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該

敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との

間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しています。なお、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛

争等は生じていません。 

(注 1) 本投資法人による取得予定資産の取得にあたっては、①前々受益者が、対象土地に係る地上権、発電設備及び当該発電設備に付随する建

物を信託譲渡した後、これらの資産を主な信託財産とする信託受益権を紋別太陽光発電合同会社（取得先及び貸借先）に対して譲渡し、

②その後、本投資法人が紋別太陽光発電合同会社（取得先及び貸借先）から当該信託受益権の譲渡を受ける、③さらに、別途利害関係人

等以外の第三者（なお、前々受益者とは異なります。）から対象土地に係る所有権を譲り受けた後、当該対象土地部分を追加信託する予定

です。かかる追加信託に伴い、当該地上権は混同により消滅することになります。 
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 (注 2) 本書の日付現在、発電事業の全部譲渡に伴う発電事業者の変更に係る変更認定の申請は未了ですが、上記発電所に係る再生可能エネルギ

ー発電設備等の賃貸借開始日（本書の日付現在においては 2022 年 3 月 10 日を予定しています。）までに、経済産業大臣宛てに当該申請

を行う予定であり、変更認定取得後に認定事業者となる者を記載しています。 

 

 

賃貸借の概要 

賃借人 紋別太陽光発電合同会社 

賃貸借期間 2022年3月10日から2042年3月9日まで 

賃料 

各月の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 

(i)(a)賃貸借期間における、太陽光発電設備（以下、本項目において「本件発電施設」という。）

の各計算期間内の各月のP50の発電量予測（注1）の合計値の70％に本件発電施設に適用される買

取価格を乗じて得られる金額、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内

の各月のP50の発電量予測の合計値の70％を超過する場合には、当該超過部分のうち100％までに

相当する金額はその全額、さらに100％を超過する場合には当該超過部分のうち75％に相当する

金額、及び、(c)（本件発電施設により発電した電力について本件発電設備に係る買取電気事業

者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給（再エネ特措法第18条第1項

に定義される。）を行う場合に限り）賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エ

ネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領

したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額に、(ii)本件発電施設の各計算期間

内に受領した工程の遅延に係る予定損害賠償金（もしあれば）及び稼働率保証未達に係る予定損

害賠償金（もしあれば）を加算して得られる金額から、(iii)本件発電施設の各計算期間内の売

電収入（ただし、工程の遅延に係る予定損害賠償金（もしあれば）及び稼働率保証に係る予定損

害賠償金（もしあれば）を除く。）に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の

6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が

別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における

売電収入の総額で除した金額、及び(ⅳ)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該

計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他

年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額に消費税相

当額を加算した金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)、(iii)及び(ⅳ)を当該期

間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保

険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人と賃借人が合意した金

額を減じることができるものとする。 

敷金・保証金 該当事項はありません。 

期間満了時の 

更新について 

賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関す

る再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものと

し、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 

賃料改定に 

ついて 
該当事項はありません。 

中途解約に 

ついて 

1.  賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2031年5月31日付で解

約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2030年11月30日

（ただし、当該日が賃貸人及び本管理会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。）まで

に相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 

2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における

本契約の中途解約に関する規定の要否及び（必要となる場合）内容について、誠実に協議するも

のとする。 

違約金 該当事項はありません。 

基本賃料（注2） 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

108,135千円 337,079千円 334,956千円 332,833千円 330,709千円 

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 

328,586千円 325,718千円 323,212千円 320,593千円 317,720千円 

11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 

314,061千円 310,809千円 307,302千円 303,217千円 298,335千円 

16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 

302,551千円 305,233千円 303,110千円 192,358千円 21,268千円 
(注1) 近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P（パーセンタイル）50の数値として、Vector作成
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の「テクニカルデューデリジェンス報告書」に記載された数値にみずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社作成の「北海道エリアにおける

太陽光発電事業の出力抑制分析報告書」に記載された出力抑制率を考慮して算出した数値を前提としております。 

(注2) 本「(1) 取得予定資産の概要」における各事業年度の基本賃料の額は、千円未満を切り捨てて記載しています。 

 

本物件の特徴 

■物件特性 

 

＜立地＞ 

本物件はオホーツク紋別空港より南東約7.7km（道路距離をいいます。）、周辺は林地の多い紋別市の中心部からやや距離

のある地域に所在します。 

 

＜日照時間＞ 

近傍の気象観測所（紋別）における過去20年間の年間平均日照時間は1,713.5時間です。 

 

＜風速＞ 

紋別における平均風速は、2.9m/s、最大瞬間風速は1996年の36.0m/sです。 

 

＜積雪深＞ 

紋別における最深積雪記録は100cmです。 

 

＜落雷＞ 

本発電所の事業地点を含む10kmメッシュの範囲における2011年～2015年の5年間における総落雷数は272回であり、全国

平均が1,010回であるため、落雷の頻度は比較的低い地域であるといえます。 

 

過年度の発電状況 

対象期間 
自              2021年1月1日 

至              2021年12月31日 

実績売電量 

2021年1月分 2021年2月分 2021年3月分 2021年4月分 

432,360kWh 732,960kWh 1,558,440kWh 1,725,480kWh 

2021年5月分 2021年6月分 2021年7月分 2021年8月分 

1,468,080kWh 1,870,560kWh 2,251,440kWh 1,665,360kWh 

2021年9月分 2021年10月分 2021年11月分 2021年12月分 

1,667,880kWh 1,173,600kWh 700,200kWh 661,320kWh 
 

 

(3) 担保提供の状況 

本投資法人は取得予定資産の取得のため、本日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」に

記載の新規借入れを行う予定です。当該借入れに際し、本投資法人を担保権設定者とし、当該借入れに

係るエージェントを担保権者とし、本投資法人が保有する預金を担保対象物とする第一順位の担保権が

設定される予定です。 

 

(4) オペレーターの概要 

取得予定資産のオペレーターは、エネクス電力株式会社であり、その概要は以下のとおりです。 

名 称 エネクス電力株式会社 

所 在 地 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 清水 誠 

事 業 内 容 

・産業用電力及び蒸気の生産、供給、販売 

・電気事業者向け電力の生産、供給、販売 

・再生可能エネルギーの生産、供給、販売 

資 本 金 100 百万円(注)  

設 立 年 月 日  2002年8月 
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大 株 主 及 び 持 株 比 率 伊藤忠エネクス株式会社 100％ 

本投資法人・本管理会社と当該会社の関係 

 

資 本 関 係 

本投資法人との間には記載すべき資本関係はありません。また、当該

会社は、本管理会社の親会社の子会社（出資比率 100%）であり、投

信法に定める利害関係人等に該当します。 

人 的 関 係 
本投資法人とオペレーターとの間には、人的関係はありません。ま

た、当該会社より本管理会社に2名出向しています。 

取 引 関 係 

本投資法人は、取得済資産及び取得予定資産について、取得先兼賃借

人及びオペレーターとの三者間でオペレーター業務委託契約を締結し

ています。また、本管理会社とオペレーターとの間には記載すべき取

引関係はありません。 

関 連 当 事 者 等 へ の 

該 当 状 況 

オペレーターは、本投資法人・本管理会社の関連当事者に該当しま

す。また、当該会社は投信法に定める利害関係人等及び本管理会社の

利害関係者取引規則に定める利害関係者に該当します。 
(注) 伊藤忠エネクス株式会社の2021年6月16日付有価証券報告書に記載されている、2021年3月31日現在の数値です。 

 

3. 取得先の概要 

  （土地の取得先） 

土地の取得先より開示の同意が得られていないため、非開示とします。なお、取得先は、本投資法

人・本管理会社の関連当事者に該当しません。また、取得先は本管理会社の利害関係者取引規則に定め

る利害関係者に該当しません。 

 

（発電設備の取得先） 

名 称 紋別太陽光発電合同会社 

所 在 地 北海道紋別市弘道 2448 番 3 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 
代表社員 一般社団法人南青山エネルギー 

職務執行者 松澤 和浩 

事 業 内 容 発電事業 

資 本 金 5 万円（2022 年 1 月 31 日現在） 

設 立 年 月 日 2022 年 1 月 17 日 

純 資 産 50,000 円（2022 年 1 月 31 日現在） 

総 資 産 50,000 円（2021 年 1 月 31 日現在） 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 一般社団法人南青山エネルギー（100％） 

本投資法人・本管理会社と売主の関係 

 資 本 関 係 本投資法人・本管理会社と取得先との間には、資本関係はありません。 

人 的 関 係 本投資法人・本管理会社と取得先との間には、人的関係はありません。 

 取 引 関 係 本投資法人・本管理会社と取得先との間には、取引関係はありません。 

 
関 連 当 事 者 等 へ の 

該 当 状 況 

取得先は、本投資法人・本管理会社の関連当事者に該当します。また、

取得先は本管理会社の利害関係者取引規則に定める利害関係者に該当

します。 

 

4. 資産取得者等の状況  

S-09 紋別太陽光発電所 
 前所有者（借地権設定者）・前受益者 前々受益者（前所有者兼前借地権者 

会社名 

（土地（所有権））特別な利害関係にあ

る者以外 

（信託受益権）紋別太陽光発電合同会社 

特別な利害関係にある者以外 

特別な利害関係に

ある者との関係 

（土地（所有権））― 

（信託受益権）本管理会社の主要株主であ

る株式会社マーキュリアホールディング

― 
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スが 100％匿名組合出資を予定している特

別目的会社（注 1） 

取得経緯・理由等 

（土地（所有権））― 

（信託受益権）発電事業を行う目的で

前々所有者（前々借地権者）からの事業

譲渡により取得 

― 

取得価格 
（土地（所有権））―（注 2） 

（信託受益権）5,954 百万円（注 3） 
― 

取得時期 2022 年 3 月（信託受益権取得時期） ― 
（注1） 前受益者（前借地権者）は、本管理会社の主要株主である株式会社マーキュリアホールディングスとの間で、前受益者（前借地権者）

を営業者、株式会社マーキュリアホールディングスを匿名組合員とする匿名組合契約を締結し、同社は請求された場合一定額まで匿

名組合出資を行う義務を負っています。本書の日付現在、当該契約に基づく匿名組合出資はなされていませんが、2022年3月10日に

当該匿名組合契約に基づく匿名組合出資がなされる予定であり、その場合、前受益者（前借地権者）は、本管理会社の定める利害関

係者取引規則上の利害関係者に該当することになります。 

（注2） 土地については、特別な利害関係にある者以外からの取得である為、前所有者兼借地権設定者の取得価格の記載を省略しています。 

（注3） 前受益者は、本日付で前々受益者との間で締結した事業譲渡契約に基づき、前々受益者（前所有者兼前借地権者）から、信託受益権

を含む紋別太陽光発電所における発電事業の全部を譲り受けており、取得価格には当該事業譲渡契約における事業の対価を記載して

います。なお、本書の日付現在、発電事業の全部譲渡に伴う前々受益者（前所有者兼前借地権者）から前受益者への発電事業者の変

更に係る変更認定の申請は未了ですが、上記発電所に係る再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借開始日（本書の日付現在において

は2022年3月10日を予定しています。）までに、経済産業大臣宛てに当該申請を行う予定です。 

 

5. 利害関係人等との取引 

取得予定資産のうち、土地に関する取得先は、投信法上の利害関係人等に該当せず、かつ利害関係者取引

規則上の利害関係者に該当しません。また、取得予定資産のうち、発電設備に関する取得先は、取得実行日

時点において投信法上の利害関係人等には該当しないものの、本管理会社の「利害関係者取引規則」に定め

る本投資法人の利害関係者に該当することから、本管理会社は、利害関係者取引規則に基づき、本日開催の

本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を取得しています。 

また、本管理会社は、当該取得先と発電施設等賃貸借契約を締結するにあたり、当該利害関係者取引規則

に定める意思決定手続（本日開催の本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を含みます。）を

経ています。 

さらに、取得予定資産のオペレーター業務の委託先であるエネクス電力株式会社が、投信法上の利害関係

人等に該当し、また、利害関係者取引規則上の利害関係者にも該当することから、本管理会社は、エネクス

電力株式会社とオペレーター業務委託契約を締結するにあたり、当該利害関係者取引規則に定める意思決定

手続（本日開催の本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を含みます。）を経ています。 

なお、対象土地に係る地上権、発電設備及び当該発電設備に付随する建物は、投信法上の利害関係人等及

び利害関係者取引規則上の利害関係者に該当する三井住友信託銀行株式会社を信託受託者として信託され

ており、本投資法人は取得予定資産の土地を取得した後、当該土地部分も追加信託する予定です。 

 

 

6. 今後の見通し 

取得予定資産の取得に伴う2022年5月期（2021年12月1日～2022年5月31日）及び2022年11月期（2022年6

月1日～2022年11月30日）の運用状況の見通しについては、本日付で公表した「2022年5月期（第5期）及び

2022年11月期（第6期）の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

7. 評価書類の概要 

(1) バリュエーションレポートの概要 

本投資法人が、投信法等の諸法令、一般社団法人投資信託協会の定める諸規則並びに本投資法人

の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwC サステナビリティ合同会社（以下「評価機

関」ということがあります。）に取得予定資産の価格評価を委託し作成されたバリュエーションレ

ポートの概要を記載しています。評価に際しては、本投資法人が租税特別措置法（昭和 32 年法律

第 26 号。その後の改正を含みます。）の導管性要件を満たすことで、非課税期間中の全ての分配金

が損金算入可能であることを前提としています。 

当該各価格評価は、一定時点における市場環境等を反映した評価結果であり、評価者の判断と意
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見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではあり

ません。 

なお、価格評価を行った PwC サステナビリティ合同会社と本投資法人及び本管理会社との間に

は、特別の利害関係はありません。 

また、評価機関の位置付け及び責任は、以下のとおりです。 

・評価機関の評価業務は保証業務に該当せず、評価機関は評価額について何ら保証するもので

はなく、評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の

責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義

務・責任も負いません。 

・評価の前提となる情報及び資料については、本管理会社から提供を受けたものを利用し、評

価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。 

 

S-09 紋別太陽光発電所 

バリュエーションレポートの概要 

物件名称 紋別太陽光発電所 

評価価値 5,993,000,000円～7,096,000,000円 

評価機関 PwCサステナビリティ合同会社 

価格時点 2022年1月31日 

インカムアプローチ 

項目 内容 概要等 

評価価値 
5,993,000,000円 

～7,096,000,000円 

インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシ

ュ・フローを現在価値に割引く評価方法（DCF法）を用い

て算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用

し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間

のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価

格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケッ

ト調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税

期間、非課税期間ともに2.3～4.3％ 

マーケットアプローチ 

項目 内容 概要等 

評価価値 － － 

その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 － 

 

(2) 不動産鑑定評価書の概要 

本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準

及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、一般財団法人日本不動産研究所に取得予定資

産の土地及び建物の鑑定評価を委託し作成された不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該

不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及

び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。 

なお、不動産鑑定評価を行った一般財団法人日本不動産研究所と本投資法人及び本管理会社と

の間には、特別の利害関係はありません。 

 

S-09 紋別太陽光発電所 

不動産鑑定評価書の概要 

物件名称 紋別太陽光発電所 

鑑定評価額（土地及び建物） 1,414,000,000円 

不動産鑑定評価機関 一般社団法人日本不動産研究所 

価格時点 2022年1月1日 
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項目 内容 概要等 

DCF法による価格 

（設備並びに土地及び建物） 
6,410,000,000円 － 

割引率 3.3％ 

投資家調査、リスクプレミアムの積み上げによる割

引率及び投資家ヒアリングによる期待割引率並びに

太陽光発電施設の立地、築年、稼働状況、契約条件

等を総合的に考慮して査定 

最終還元利回り － － 

原価法による積算価格 

（設備並びに土地及び建物） 
4,350,000,000円 － 

土地建物積算価格比 22.1％ － 

その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 － 

 

(3) テクニカルレポートの概要 

本投資法人は、Vector より、太陽光発電設備等のシステム、発電量評価、太陽光発電設備等に係

る各種契約の評価及び継続性（性能劣化・環境評価）の評価等に関するテクニカルレポートを取得

しています。テクニカルレポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がそ

の内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、Vector と本投資法人及び本管

理会社との間には、特別の利害関係はありません。 

 
物件 

番号 
物件名称 レポート日付 

想定年間発電電力量 

(kWh)(注 1)  

想定設備利用率(％) 

(注 1)(注 2)  
修繕費(千円)(注 3)

S-09 紋別太陽光発電所 2022 年 2 月 

初年度 15,287,423 初年度 11.11 

10,099 10 年度 14,597,765 10 年度 10.61 

20 年度 13,831,478 20 年度 10.05 

(注1) 「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を

行い計算した超過確率P（パーセンタイル）50の数値としてVector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」に

記載された、取得予定資産に係る太陽光発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初

年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。したがって、当該数値は、過去の一定時点における各発電所の実際

の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも一致するものではなく、また、将来にお

ける実際の発電量及び設備利用率水準又は本投資法人が予測する将来における発電量及び設備利用率水準と一致しな

い可能性があります。なお、太陽光発電設備等の使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下する

ことが想定されています。 

(注2) 「想定設備利用率」は、「年間発電量(kWh)÷（当該太陽光発電設備等の定格容量(kW)×8,760時間(h)）×100」で表さ

れます。当該計算式で用いられている太陽光発電設備等の定格容量は、当該設備に係る各太陽電池モジュールの定格出

力にパネル設置枚数を乗じて算出した値です。  

(注3) 「修繕費」は、長期（20年間）修繕計画と費用見積としてVector作成の「テクニカルデューデリジェンス報告書」に記

載されたPCS及び受変電設備等の長期修繕費用を記載しています。 

 

(4) 地震リスク分析等の概要 

本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、東京海上ディー

アール株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計図書、仕様書

等をもとに、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総合的な評価結果に

基づき、地震による太陽光発電設備等の PML 値（予想最大損失率）を算定しています。同社作成の

「地震リスク評価報告書－ PML 評価(Phase1) －」に記載された取得予定資産に係る発電設備の

PML 値は、下表のとおりです。地震リスク評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどま

り、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、東京海上デ

ィーアール株式会社と本投資法人及び本管理会社との間には、特別の利害関係はありません。 
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物件 

番号 
物件名称 PML値(％) 

S-09 紋別太陽光発電所 0.1未満 

 

以上 

 

＊本投資法人のホームページアドレス：https://enexinfra.com/ 

 

＜添付資料＞ 

参考資料 本投資法人の取得予定資産取得後のポートフォリオ一覧 

 

物件 

番号 
分類 物件名称 所在地 

取得（予定）

価格 

（百万円） 

投資比率 

（％） 

（注） 

S-01 太陽光発電設備等 高萩太陽光発電所 茨城県日立市 5,305 8.1 

S-02 太陽光発電設備等 千代田高原太陽光発電所 広島県山県郡北広島町 590 0.9 

S-03 太陽光発電設備等 JEN防府太陽光発電所 山口県防府市 680 1.0 

S-04 太陽光発電設備等 JEN玖珠太陽光発電所 大分県玖珠郡玖珠町 324 0.5 

S-05 太陽光発電設備等 鉾田太陽光発電所 茨城県鉾田市 10,514 16.0 

S-06 太陽光発電設備等 長崎琴海太陽光発電所 長崎県長崎市 1,097 1.7 

S-07 太陽光発電設備等 松阪太陽光発電所 三重県松阪市 40,241 61.1 

S-08 太陽光発電設備等 新城太陽光発電所 愛知県新城市 465 0.7 

S-09 太陽光発電設備等 紋別太陽光発電所 北海道紋別市 6,654 10.1 

合計 65,870 100.0 

（注）「投資比率」は、取得（予定）価格の合計に占める各物件の取得（予定）価格の割合を、小数第 2位を四捨五入して記載しています。し

たがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。 


